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�愛媛県人事委員会規則７－１０９５
平成２１年１２月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則を廃止する規則を次のように定める。

平成２２年１１月３０日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

平成２１年１２月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則を廃止する規則

平成２１年１２月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－１０７５）は、廃止する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１０９６
平成２２年１２月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則を次のように定める。

平成２２年１１月３０日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

平成２２年１２月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

（減額改定対象職員となった者の改正条例附則第２項第１号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例）

第１条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２２年愛媛県条例第５０号。以下「改正条例」という。）附則第２項第１号の

人事委員会規則で定めるものは、平成２２年４月１日から同年１２月１日（同月に支給する期末手当について改正条例第１条の規定による改

正後の職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以下「職員給与条例」という。）第１９条第１項後段若しくは第２１条第５項

の規定又は改正条例第３条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号。以下「教育職員給与条例」

という。）第１９条第１項後段若しくは第２０条第５項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。

以下「基準日」という。）までの期間の全期間が職員（職員給与条例第２０条及び附則第３項、教育職員給与条例附則第３項並びに特別職

の職員の給与及びその他の給付に関する条例（昭和２８年愛媛県条例第７号）第１条に規定する職員並びに愛媛県教育委員会教育長を除く。

以下同じ。）として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

� 愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３８号）の適用を受ける職員

� 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２７年愛媛県条例第５０号）の適用を受ける職員

� 愛媛県教育委員会教育長

� 特別職に属する愛媛県職員

� 国家公務員

� 公庫等職員（国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第７条の２第１項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により

同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。）

� 他の地方公共団体の職員

� 退職派遣者（公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４７号）第１２条第１号に規定する退職派遣者をい
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� 地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。）の役員又は

職員

２ 改正条例附則第２項第１号の人事委員会規則で定める日は、平成２２年４月２日（同日から基準日までの期間において新たに職員となっ

た日（当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した

後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。）がある場合は当該日（当該日が２以上あるときは、当該日のうち最も遅い

日））から基準日までの期間における減額改定対象職員（改正条例附則第２項第１号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。）

となった日のうち最も早い日とする。

（在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第２項第１号の月数の算定）

第２条 改正条例附則第２項第１号の人事委員会規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

� 職員として在職しなかった期間（基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成２２年４月１日から基準日ま

での間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第１項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した

後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期

間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日（次項において「施行日」という。）の属する月の前月までの間の月の中途におい

て、同条第１項第１号又は第２号に掲げる者（以下この号及び第４条において「企業職員等」という。）であった者から人事交流等に

より引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職

員等として勤務した期間（以下この条において「特定企業職員等期間」という。）を除く。）

� 休職期間（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２８条第２項の規定により休職にされていた期間（給料の

全額を支給された期間を除く。）をいう。）、専従休職期間（法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可を受けていた期間をい

う。）、大学院修学休業期間（教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２６条第１項に規定する大学院修学休業をしていた期間をい

う。）、派遣期間（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第４号）第２条第１項

又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第２条第１項の規定により派遣されていた期間（給料の全額を支給された期間を除

く。）をいう。）、育児休業期間（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条の規定により育児休業をし

ていた期間をいう。）、育児短時間勤務等期間（地方公務員の育児休業等に関する法律第１０条第１項に規定する育児短時間勤務及び同

法第１７条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。）若しくは自己啓発等休業期間（法第２６条の５第１項に規定する自己啓発等

休業をしていた期間をいう。）又は特定企業職員等期間におけるこれらに相当する期間

� 停職期間（法第２９条の規定により停職にされていた期間をいう。）又は特定企業職員等期間におけるこれに相当する期間

� 職員給与条例第１３条、教育職員給与条例第１４条、職員の育児休業等に関する条例（平成４年愛媛県条例第２号）第２３条、職員の修学

部分休業に関する条例（平成１７年愛媛県条例第２号）第３条第１項、職員の高齢者部分休業に関する条例（平成１７年愛媛県条例第３

号）第３条第１項、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第３条第３項若しくは教育職員の

休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号）第４条第３項の規定により給与を減額された期間若しくは法

第３８条第１項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間又は特定企業職員等期間におけるこれらに相当

する期間

� 職員給与条例第１２条若しくは教育職員給与条例第１３条の規定により給与を減額された期間又は特定企業職員等期間におけるこれに相

当する期間

� 減額改定対象職員以外の職員であった期間又は特定企業職員等期間におけるこれに相当する期間

２ 改正条例附則第２項第１号の人事委員会規則で定める月数は、平成２２年４月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれ

かに該当する月の数とする。

� 前項第１号、第２号、第４号又は第６号に掲げる期間のある月

� 前項第３号又は第５号に掲げる期間のある月（前号に該当する月を除く。）であって、その月について支給された給料の額（特定企

業職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額）が改正条例附則第２項第１号に規定する合計額に１００

分の０．２８を乗じて得た額（第５条において「附則第２項第１号基礎額」という。）に満たないもの

（改正条例附則第２項第２号に掲げる額を調整額に含めない職員）

第３条 改正条例附則第２項第２号の人事委員会規則で定める者は、平成２２年６月１日において減額改定対象職員であった者のうち、同日

から基準日までの期間引き続き在職した者（当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第１条第１項各号に掲げ

る者として勤務した期間である者を含む。）以外の者とする。

（企業職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例）

第４条 改正条例附則第３項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第２項の人事委員会規則で定める者は、企業職員等と

する。

２ 改正条例附則第３項の人事委員会規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。

３ 改正条例附則第３項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第２項の権衡を考慮して人事委員会規則で定める額は、企業職員等

に係る給与に関する規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。この場合においては、企業

職員等であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみな
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す。

（端数計算）

第５条 附則第２項第１号基礎額又は改正条例附則第２項第２号に掲げる額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。

（雑則）

第６条 この規則に定めるもののほか、平成２２年１２月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定め

る。

附 則

この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１０９７
職員の給与の支給等に関する規則及び教育職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年１１月３０日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

職員の給与の支給等に関する規則及び教育職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則

（職員の給与の支給等に関する規則の一部改正）

第１条 職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（この規則の目的）

第１条 この規則は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条

例第５７号。以下「条例」という。）第５条、第１４条、第１５条第２

項本文、第２１条の４第１号及び第２２条並びに附則第１６項の規定に

基づき、職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めることを目

的とする。

（端数計算）

第１６条 省略

第１６条の２ 条例附則第１５項の規定により給与が減ぜられて支給さ

れる職員について、同項各号に掲げる給与の額から当該各号に定

める額に相当する額を減じた額に１円未満の端数を生じたとき

は、その端数を切り捨てるものとする。

第１６条の３ 省略

第２０条の３ 省略

（給与期間の中途において特定職員となつた場合等の給料の日割

計算）

第２０条の４ 職員が５５歳に達した日後における最初の４月１日後に

おける給与期間の中途において、特定職員（条例附則第１５項に規

定する特定職員をいう。以下この条において同じ。）以外の者か

ら特定職員となり、又は特定職員から特定職員以外の者となつた

場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

（この規則の目的）

第１条 この規則は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条

例第５７号。以下「条例」という。）第５条、第１４条、第１５条第２

項本文、第２１条の４第１号及び第２２条 の規定に

基づき、職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めることを目

的とする。

（端数計算）

第１６条 省略

第１６条の２ 省略

第２０条の３ 省略

（教育職員の給与の支給等に関する規則の一部改正）

第２条 教育職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－６０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（この規則の目的）

第１条 この規則は、教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛

県条例第３０号。以下「条例」という。）第２０条の４第１号及び第

２１条並びに附則第１４項の規定に基づき、教育職員の給与の支給等

に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（この規則の目的）

第１条 この規則は、教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛

県条例第３０号。以下「条例」という。）第２０条の４第１号及び第

２１条 の規定に基づき、教育職員の給与の支給等

に関し必要な事項を定めることを目的とする。
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第６条 省略

（給与期間の中途において特定教育職員となつた場合等の給料の

日割計算）

第７条 職員が５５歳に達した日後における最初の４月１日後におけ

る給与期間の中途において、特定教育職員（条例附則第１３項に規

定する特定教育職員をいう。以下この条において同じ。）以外の

者から特定教育職員となり、又は特定教育職員から特定教育職員

以外の者となつた場合におけるその給与期間の給料は、日割計算

により支給する。

第８条 省略

第６条 省略

第７条 省略

附 則

この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１０９８
管理職手当に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年１１月３０日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

管理職手当に関する規則等の一部を改正する規則

（管理職手当に関する規則の一部改正）

第１条 管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－６８）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

１ この規則は、公布の日から施行し、昭和３３年１０月１日から適用

する。

２ 当分の間、職員の給与に関する条例附則第１５項の規定により給

与が減ぜられて支給される職員に支給する管理職手当は、第３条

第１項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当

該額に１００分の１を乗じて得た額に相当する額を減じた額（その

額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）と

する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和３３年１０月１日から適用

する。

（教育職員の管理職手当に関する規則の一部改正）

第２条 教育職員の管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－３９０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

１ この規則は、公布の日から施行し、昭和４７年１月１日から適用

する。

２ 当分の間、条例附則第１３項の規定により給与が減ぜられて支給

される教育職員に支給する管理職手当は、第３条第１項の規定に

かかわらず、同項の規定により算出した額から当該額に１００分の

１を乗じて得た額に相当する額を減じた額（その額に１円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和４７年１月１日から適用

する。

（管理職手当に関する規則及び教育職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）

第３条 管理職手当に関する規則及び教育職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則（愛媛県人事委員会規則７－１０４２）の一部

を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

附 則

（経過措置）

３ 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）第１８条

の２又は教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０

号）第１７条の３の規定により管理職手当を支給する職を占める職

員のうち、新管理職手当規則第３条又は第２条の規定による改正

後の教育職員の管理職手当に関する規則（以下「新教育職員管理

職手当規則」という。）第３条の規定による管理職手当が経過措

置基準額（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第１１０号）第１０条第３項の規定により同条第１項に規定する育児

短時間勤務の承認を受けた職員（教育職員の給与に関する条例第

２条に規定する教育職員（以下「教育職員」という。）を除く。

以下この項において同じ。）又は同法第１７条の規定による短時間

勤務をすることとなった職員にあっては当該経過措置基準額に職

員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県

条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務

時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得

た数を、同法第１０条第３項の規定により同条第１項に規定する育

児短時間勤務の承認を受けた教育職員又は同法第１７条の規定によ

る短時間勤務をすることとなった教育職員にあっては当該経過措

置基準額に教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例

（昭和２７年愛媛県条例第３１号）第１１条第１項の規定により定めら

れたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務教育職員

等、再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教育職員以

外の教育職員の勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た

額）に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当

該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号

に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額

（職員の給与に関する条例附則第１５項又は教育職員の給与に関す

る条例附則第１３項の規定により給与が減ぜられて支給される職員

にあっては、当該額から当該額に１００分の１を乗じて得た額に相

当する額を減じた額とし、その額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額）を管理職手当として支給する。

�～� 省略

５ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２２年愛

媛県条例第５０号）の施行の日において同条例附則第２項第１号に

規定する減額改定対象職員である者に係る前項各号の規定の適用

については、同項第１号中「その者が受けていた」とあるのは

「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２２年愛

媛県条例第５０号。以下「平成２２年改正条例」という。）第１３条の

規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例（平成１７年愛媛県条例第８８号。以下「改正後の平成１７年改正

条例」という。）附則第７項から第９項までの規定（平成２２年改

正条例第１条の規定による改正後の職員の給与に関する条例附則

第１５項又は平成２２年改正条例第３条の規定による改正後の教育職

員の給与に関する条例附則第１３項の規定により給与が減ぜられて

支給される職員にあっては、これらの規定の適用がないものとし

た場合の改正後の平成１７年改正条例附則第７項から第９項までの

規定とする。以下この項において同じ。）を適用したとしたなら

ばその者が受けることとなる」とし、同項第２号中「その者が受

附 則

（経過措置）

３ 職員の給与に関する条例 第１８条

の２又は教育職員の給与に関する条例

第１７条の３の規定により管理職手当を支給する職を占める職

員のうち、新管理職手当規則第３条又は第２条の規定による改正

後の教育職員の管理職手当に関する規則（以下「新教育職員管理

職手当規則」という。）第３条の規定による管理職手当が経過措

置基準額（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第１１０号）第１０条第３項の規定により同条第１項に規定する育児

短時間勤務の承認を受けた職員（教育職員の給与に関する条例第

２条に規定する教育職員（以下「教育職員」という。）を除く。

以下この項において同じ。）又は同法第１７条の規定による短時間

勤務をすることとなった職員にあっては当該経過措置基準額に職

員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県

条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務

時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得

た数を、同法第１０条第３項の規定により同条第１項に規定する育

児短時間勤務の承認を受けた教育職員又は同法第１７条の規定によ

る短時間勤務をすることとなった教育職員にあっては当該経過措

置基準額に教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例

（昭和２７年愛媛県条例第３１号）第１１条第１項の規定により定めら

れたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務教育職員

等、再任用短時間勤務教育職員及び任期付短時間勤務教育職員以

外の教育職員の勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た

額）に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当

該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号

に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額

（

その額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額）を管理職手当として支給する。

�～� 省略

５ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２１年愛

媛県条例第６１号）の施行の日において同条例附則第２項第１号に

規定する減額改定対象職員である者に係る前項各号の規定の適用

については、同項第１号中「その者が受けていた」とあるのは

「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２１年愛

媛県条例第６１号 ）第１３条の

規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例（平成１７年愛媛県条例第８８号。以下「改正後の平成１７年改正

条例」という。）附則第７項から第９項までの規定

を適用したとしたなら

ばその者が受けることとなる」とし、同項第２号中「その者が受
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けていた」とあるのは「改正後の平成１７年改正条例附則第７項か

ら第９項までの規定を適用したとしたならばその者が受けること

となる」とし、同項第３号中「適用した」とあるのは「適用した

ものとして、改正後の平成１７年改正条例附則第７項から第９項ま

での規定を適用した」とし、同項第４号中「降格した」とあるの

は「降格したものとして、改正後の平成１７年改正条例附則第７項

から第９項までの規定を適用した」とし、同項第５号中「適用し

た」とあるのは「適用したものとして、改正後の平成１７年改正条

例附則第７項から第９項までの規定を適用した」とする。

けていた」とあるのは「改正後の平成１７年改正条例附則第７項か

ら第９項までの規定を適用したとしたならばその者が受けること

となる」とし、同項第３号中「適用した」とあるのは「適用した

ものとして、改正後の平成１７年改正条例附則第７項から第９項ま

での規定を適用した」とし、同項第４号中「降格した」とあるの

は「降格したものとして、改正後の平成１７年改正条例附則第７項

から第９項までの規定を適用した」とし、同項第５号中「適用し

た」とあるのは「適用したものとして、改正後の平成１７年改正条

例附則第７項から第９項までの規定を適用した」とする。

附 則

この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１０９９
期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年１１月３０日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－２０４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（勤勉手当の成績率）

第１４条 法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により採用された職員（次条において

「再任用職員」という。）以外の職員の成績率は、当該職員の職

務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づ

き、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号

に定める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとす

る。ただし、任命権者は、その所属の職員給与条例第１９条の４第

１項又は教育職員給与条例第１９条の４第１項の職員が著しく少数

であること等の事情により、第１号及び第２号に定める成績率に

よることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いを

することができる。

� 勤務成績が特に優秀な職員 １００分の８１以上１００分の１３０以下

（職員給与条例第１９条第２項に規定する特定幹部職員（以下こ

の条及び次条において「特定幹部職員」という。）にあつて

は、１００分の１０７以上１００分の１７０以下）

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の７１．５以上１００分の８１未満（特

定幹部職員にあつては、１００分の９４．５以上１００分の１０７未満）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の６２（特定幹部職員にあつて

は、１００分の８２）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の６２未満（特定幹部職員

にあつては、１００分の８２未満）

２ 前項第１号の場合において、当該職員（特定幹部職員を除

く。）が業務成績の向上、能率の増進、発明考案等により、職務

上特に功績があり、表彰を受けた場合又はこれに準ずる場合の成

績率は、１００分の１３０とする。

３ 省略

第１４条の２ 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督

する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次

の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範

囲内を基本として、任命権者が定めるものとする。

（勤勉手当の成績率）

第１４条 法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により採用された職員（次条において

「再任用職員」という。）以外の職員の成績率は、当該職員の職

務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づ

き、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号

に定める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとす

る。ただし、任命権者は、その所属の職員給与条例第１９条の４第

１項又は教育職員給与条例第１９条の４第１項の職員が著しく少数

であること等の事情により、第１号及び第２号に定める成績率に

よることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いを

することができる。

� 勤務成績が特に優秀な職員 １００分の８７以上１００分の１４０以下

（職員給与条例第１９条第２項に規定する特定幹部職員（以下こ

の条及び次条において「特定幹部職員」という。）にあつて

は、１００分の１１３以上１００分の１８０以下）

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の７７以上１００分の８７未満 （特

定幹部職員にあつては、１００分の１００以上１００分の１１３未満 ）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の６７（特定幹部職員にあつて

は、１００分の８７）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の６７未満（特定幹部職員

にあつては、１００分の８７未満）

２ 前項第１号の場合において、当該職員（特定幹部職員を除

く。）が業務成績の向上、能率の増進、発明考案等により、職務

上特に功績があり、表彰を受けた場合又はこれに準ずる場合の成

績率は、１００分の１４０とする。

３ 省略

第１４条の２ 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督

する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次

の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範

囲内を基本として、任命権者が定めるものとする。
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� 勤務成績が優秀な職員 １００分の３０超（特定幹部職員にあつ

ては、１００分の４０超）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の３０（特定幹部職員にあつて

は、１００分の４０）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の３０未満（特定幹部職員

にあつては、１００分の４０未満）

２ 省略

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の３５超（特定幹部職員にあつ

ては、１００分の４５超）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の３５（特定幹部職員にあつて

は、１００分の４５）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の３５未満（特定幹部職員

にあつては、１００分の４５未満）

２ 省略

附 則

この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１１００
農林漁業普及指導手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年１１月３０日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

農林漁業普及指導手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

農林漁業普及指導手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－２２５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（目的）

第１条 この規則は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条

例第５７号。以下「条例」という。）第１８条の５及び第２２条並びに

附則第１６項の規定に基づき、農林漁業普及指導手当の支給等に関

し必要な事項を定めることを目的とする。

第５条 省略

（条例附則第１５項第４号に定める額の日割計算）

第６条 職員が５５歳に達した日後における最初の４月１日後におけ

る給与期間の中途において、特定職員（条例附則第１５項に規定す

る特定職員をいう。以下この条において同じ。）以外の者から特

定職員となり、又は特定職員から特定職員以外の者となつた場合

におけるその給与期間の同項第４号に定める額は、日割りによつ

て計算した額とする。

別記様式（第５条関係） 農林漁業普及指導手当支給確認明細書

省略

（目的）

第１条 この規則は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条

例第５７号。以下「条例」という。）第１８条の５及び第２２条

の規定に基づき、農林漁業普及指導手当の支給等に関

し必要な事項を定めることを目的とする。

第５条 省略

別記様式（第５条関係）

省略

省略 省略

備考

１～３ 省略

４ 支給額は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例

第５７号）附則第１５項の規定により給与が減ぜられて支給され

る職員にあつては、同項の規定により減ぜられた農林漁業普

及指導手当の額を記入すること。

備考

１～３ 省略

附 則

この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１１０１
特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年１１月３０日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則

特地勤務手当等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－３６８）の一部を次のように改正する。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（特地勤務手当の月額）

第３条 省略

２ 省略

３ 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、

当該各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 前項各号に定める日が平成２１年４月１日から同年１１月３０日ま

での間にある職員（その日に平成２１年度減額改定対象職員（職

員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２１年愛媛

県条例第６１号）附則第２項第１号に規定する減額改定対象職員

をいう。次条第３項第２号において同じ。）であつた者に限

る。） 前項中「受けていた給料及び扶養手当」とあるのは、

「係る給料について職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例（平成２１年愛媛県条例第６１号。以下この項において「平

成２１年改正条例」という。）の施行の日における平成２１年改正

条例第１条の規定による改正後の条例の規定及び平成２１年改正

条例第１３条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項

から第９項までの規定によるものとした場合の給料の月額並び

に当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受

けていた扶養手当」とする。

� 前項各号に定める日が平成２２年４月１日から同年１１月３０日ま

での間にある職員（その日に平成２２年度減額改定対象職員（職

員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２２年愛媛

県条例第５０号）附則第２項第１号に規定する減額改定対象職員

をいう。次条第３項第３号において同じ。）であつた者に限

る。） 前項中「受けていた給料及び扶養手当」とあるのは、

「係る給料について職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例（平成２２年愛媛県条例第５０号。以下この項において「平

成２２年改正条例」という。）の施行の日における平成２２年改正

条例第１条の規定による改正後の条例の規定及び平成２２年改正

条例第１３条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項

から第９項までの規定によるものとした場合の給料の月額並び

に当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受

けていた扶養手当」とする。

４ 次の各号に掲げる職員に対する第２項（前項各号の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、当

該各号に定めるところによる。

� 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号。以下「育児休業法」という。）第１１条第１項に規定する育

児短時間勤務職員及び育児休業法第１７条の規定による短時間勤

務をしている職員（以下「育児短時間勤務職員等」という。）

以外の職員であつて、第２項各号に定める日において育児短時

間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた給料及び」と

あるのは「受けていた給料の月額を同日における職員の休日、

休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６

号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を

同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員

及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た

（特地勤務手当の月額）

第３条 省略

２ 省略

３ 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、

当該各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 前項各号に定める日が平成２１年４月１日から同年１１月３０日ま

での間にある職員（その日に減額改定対象職員 （職

員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２１年愛媛

県条例第６１号）附則第２項第１号に規定する減額改定対象職員

をいう。次条第３項第２号において同じ。）であつた者に限

る。） 前項中「受けていた給料及び扶養手当」とあるのは、

「係る給料について職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例（平成２１年愛媛県条例第６１号。以下この項において「平

成２１年改正条例」という。）の施行の日における平成２１年改正

条例第１条の規定による改正後の条例の規定及び平成２１年改正

条例第１３条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項

から第９項までの規定によるものとした場合の給料の月額並び

に当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受

けていた扶養手当」とする。

４ 次の各号に掲げる職員に対する第２項（前項各号の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、当

該各号に定めるところによる。

� 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号。以下「育児休業法」という。）第１１条第１項に規定する育

児短時間勤務職員及び育児休業法第１７条の規定による短時間勤

務をしている職員（以下「育児短時間勤務職員等」という。）

以外の職員であつて、第２項各号に定める日において育児短時

間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた給料及び」と

あるのは「受けていた給料の月額を同日における職員の休日、

休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６

号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を

同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員

及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た
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数で除して得た額及び同日に受けていた」と、前項第４号又は

第５号の規定により読み替えて適用する第２項中「並びに当該

各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるの

は「を当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日

における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭

和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められ

たその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、

再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の

勤務時間で除して得た数で除して得た額並びに同日」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、第２項各号に定める日にお

いて育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 同項（前

項第１号から第３号までの規定により読み替えて適用する場合

を含む。）中「給料及び扶養手当の月額の合計額の２分の１に

相当する額と」とあるのは「、給料の月額に職員の休日、休暇

並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）

第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項

に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び

任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の２分の１に相当す

る額と」と、前項第４号又は第５号の規定により読み替えて適

用する第２項中「並びに」とあるのは「に職員の休日、休暇並

びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第

１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に

規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任

期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗

じて得た額並びに」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、第２項各号に定める日にお

いて育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた

給料及び」とあるのは「受けていた給料の月額を同日における

職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛

媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者

の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短

時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間

で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額及び同

日に受けていた」と、前項第４号又は第５号の規定により読み

替えて適用する第２項中「並びに当該各号に掲げる場合の区分

に応じ当該各号に定める日」とあるのは「を当該各号に掲げる

場合の区分に応じ当該各号に定める日における職員の休日、休

暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６

号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を

同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員

及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た

数で除して得た額に当該数を乗じて得た額並びに同日」とす

る。

（特地勤務手当に準ずる手当）

第４条 省略

２ 条例第１１条の３第１項の規定による特地勤務手当に準ずる手当

の月額は、同項に規定する異動又は公署の移転の日（職員が当該

異動によりその日前１年以内に在勤していた公署に勤務すること

となつた場合（人事委員会が定める場合に限る。）には、その日

前の人事委員会が定める日。以下この条及び附則第１１項から第１３

項までにおいて同じ。）に受けていた給料及び扶養手当の月額の

合計額（附則第１１項において「異動等の日の給料等の合計額」と

数で除して得た額及び同日に受けていた」と、前項第４号

の規定により読み替えて適用する第２項中「並びに当該

各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるの

は「を当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日

における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭

和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められ

たその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、

再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の

勤務時間で除して得た数で除して得た額並びに同日」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、第２項各号に定める日にお

いて育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 同項（前

項第１号から第３号までの規定により読み替えて適用する場合

を含む。）中「給料及び扶養手当の月額の合計額の２分の１に

相当する額と」とあるのは「、給料の月額に職員の休日、休暇

並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）

第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項

に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び

任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の２分の１に相当す

る額と」と、前項第４号 の規定により読み替えて適

用する第２項中「並びに」とあるのは「に職員の休日、休暇並

びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第

１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に

規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任

期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗

じて得た額並びに」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、第２項各号に定める日にお

いて育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた

給料及び」とあるのは「受けていた給料の月額を同日における

職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛

媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者

の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短

時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間

で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額及び同

日に受けていた」と、前項第４号 の規定により読み

替えて適用する第２項中「並びに当該各号に掲げる場合の区分

に応じ当該各号に定める日」とあるのは「を当該各号に掲げる

場合の区分に応じ当該各号に定める日における職員の休日、休

暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６

号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を

同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員

及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た

数で除して得た額に当該数を乗じて得た額並びに同日」とす

る。

（特地勤務手当に準ずる手当）

第４条 省略

２ 条例第１１条の３第１項の規定による特地勤務手当に準ずる手当

の月額は、同項に規定する異動又は公署の移転の日（職員が当該

異動によりその日前１年以内に在勤していた公署に勤務すること

となつた場合（人事委員会が定める場合に限る。）には、その日

前の人事委員会が定める日。以下この条

において同じ。）に受けていた給料及び扶養手当の月額の

合計額
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いう。）に、次の表の左欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の

右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額（その額が現に受ける給料

及び扶養手当の月額の合計額に１００分の６を乗じて得た額を超え

るときは、当該額）とする。

に、次の表の左欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の

右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額（その額が現に受ける給料

及び扶養手当の月額の合計額に１００分の６を乗じて得た額を超え

るときは、当該額）とする。

省略 省略

３ 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、

当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 条例第１１条の３第１項に規定する異動又は公署の移転の日が

平成２１年４月１日から同年１１月３０日までの間にある職員（その

日に平成２１年度減額改定対象職員であつた者に限る。） 前項

中「受けていた給料及び扶養手当」とあるのは、「係る給料に

ついて職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成

２１年愛媛県条例第６１号。以下この項において「平成２１年改正条

例」という。）の施行の日における平成２１年改正条例第１条の

規定による改正後の条例の規定及び平成２１年改正条例第１３条の

規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項から第９項ま

での規定によるものとした場合の給料の月額並びに条例第１１条

の３第１項に規定する異動又は公署の移転の日に受けていた扶

養手当」とする。

� 条例第１１条の３第１項に規定する異動又は公署の移転の日が

平成２２年４月１日から同年１１月３０日までの間にある職員（その

日に平成２２年度減額改定対象職員であつた者に限る。） 前項

中「受けていた給料及び扶養手当」とあるのは、「係る給料に

ついて職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成

２２年愛媛県条例第５０号。以下この項において「平成２２年改正条

例」という。）の施行の日における平成２２年改正条例第１条の

規定による改正後の条例の規定及び平成２２年改正条例第１３条の

規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項から第９項ま

での規定によるものとした場合の給料の月額並びに条例第１１条

の３第１項に規定する異動又は公署の移転の日に受けていた扶

養手当」とする。

４ 次の各号に掲げる職員に対する第２項（前項各号の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、当

該各号に定めるところによる。

� 育児短時間勤務職員以外の職員であつて、条例第１１条の３第

１項に規定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤

務職員等であつたもの 第２項中「受けていた給料及び」とあ

るのは「受けていた給料の月額を同項に規定する異動又は公署

の移転の日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関す

る条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定によ

り定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤

務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以

外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に

受けていた」と、前項第２号又は第３号の規定により読み替え

て適用する第２項中「並びに条例第１１条の３第１項に規定する

異動又は公署の移転の日」とあるのは「を条例第１１条の３第１

項に規定する異動又は公署の移転の日における職員の休日、休

暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６

号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を

３ 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、

当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 条例第１１条の３第１項に規定する異動又は公署の移転の日が

平成２１年４月１日から同年１１月３０日までの間にある職員（その

日に減額改定対象職員 であつた者に限る。） 前項

中「受けていた給料及び扶養手当」とあるのは、「係る給料に

ついて職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成

２１年愛媛県条例第６１号。以下この項において「平成２１年改正条

例」という。）の施行の日における平成２１年改正条例第１条の

規定による改正後の条例の規定及び平成２１年改正条例第１３条の

規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例（平成１７年愛媛県条例第８８号）附則第７項から第９項ま

での規定によるものとした場合の給料の月額並びに条例第１１条

の３第１項に規定する異動又は公署の移転の日に受けていた扶

養手当」とする。

４ 次の各号に掲げる職員に対する第２項（前項各号の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、当

該各号に定めるところによる。

� 育児短時間勤務職員以外の職員であつて、条例第１１条の３第

１項に規定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤

務職員等であつたもの 第２項中「受けていた給料及び」とあ

るのは「受けていた給料の月額を同項に規定する異動又は公署

の移転の日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関す

る条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定によ

り定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤

務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以

外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に

受けていた」と、前項第２号 の規定により読み替え

て適用する第２項中「並びに条例第１１条の３第１項に規定する

異動又は公署の移転の日」とあるのは「を条例第１１条の３第１

項に規定する異動又は公署の移転の日における職員の休日、休

暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６

号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を
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同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員

及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た

数で除して得た額並びに同日」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、条例第１１条の３第１項に規

定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等

以外の職員であつたもの 第２項（前項第１号の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）中「受けていた給料及び扶養

手当の月額の合計額」とあるのは「受けていた給料の月額に職

員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛

県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者の

勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時

間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で

除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額」

と、前項第２号又は第３号の規定により読み替えて適用する第

２項中「並びに」とあるのは「に職員の休日、休暇並びに勤務

時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１

項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する

育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時

間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た

額並びに」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、条例第１１条の３第１項に規

定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等

であつたもの 第２項中「受けていた給料及び」とあるのは

「受けていた給料の月額を同項に規定する異動又は公署の移転

の日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例

（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定め

られたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員

等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職

員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて

得た額及び同日に受けていた」と、前項第２号又は第３号の規

定により読み替えて適用する第２項中「並びに条例第１１条の３

第１項に規定する異動又は公署の移転の日」とあるのは「を条

例第１１条の３第１項に規定する異動又は公署の移転の日におけ

る職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年

愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその

者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用

短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時

間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額並び

に同日」とする。

（端数計算）

第６条 第３条若しくは附則第８項の規定による特地勤務手当の月

額又は第４条第２項若しくは附則第１１項の規定による特地勤務手

当に準ずる手当の月額に１円未満の端数があるときは、それぞれ

その端数を切り捨てた額をもつてこれらの給与の月額とする。

附 則

７ 省略

８ 当分の間、次の各号に掲げる職員の特地勤務手当の月額は、第

３条の規定にかかわらず、同条第１項の特地勤務手当基礎額に、

別表第１の級別区分欄に掲げる公署の級別に応じ、同項に定める

級別ごとの支給割合を乗じて得た額から、当該各号に掲げる職員

の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減じた額（その

額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額に１００分の２１を

乗じて得た額（条例附則第１５項の規定により給与が減ぜられて支

同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員

及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た

数で除して得た額並びに同日」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、条例第１１条の３第１項に規

定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等

以外の職員であつたもの 第２項（前項第１号の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）中「受けていた給料及び扶養

手当の月額の合計額」とあるのは「受けていた給料の月額に職

員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛

県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者の

勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時

間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で

除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額」

と、前項第２号 の規定により読み替えて適用する第

２項中「並びに」とあるのは「に職員の休日、休暇並びに勤務

時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１

項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する

育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時

間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た

額並びに」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、条例第１１条の３第１項に規

定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等

であつたもの 第２項中「受けていた給料及び」とあるのは

「受けていた給料の月額を同項に規定する異動又は公署の移転

の日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例

（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定め

られたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員

等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職

員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて

得た額及び同日に受けていた」と、前項第２号 の規

定により読み替えて適用する第２項中「並びに条例第１１条の３

第１項に規定する異動又は公署の移転の日」とあるのは「を条

例第１１条の３第１項に規定する異動又は公署の移転の日におけ

る職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年

愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその

者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用

短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時

間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額並び

に同日」とする。

（端数計算）

第６条 第３条 の規定による特地勤務手当の月

額又は第４条第２項 の規定による特地勤務手

当に準ずる手当の月額に１円未満の端数があるときは、それぞれ

その端数を切り捨てた額をもつてこれらの給与の月額とする。

附 則

７ 省略
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給される職員にあつては、当該額から、その者の給料月額に１００

分の２１を乗じて得た額に１００分の１を乗じて得た額（最低号給に

達しない場合（同項第１号に規定する最低号給に達しない場合を

いう。以下同じ。）にあつては、給料月額減額基礎額（同項第１

号に規定する給料月額減額基礎額をいう。以下同じ。）に１００分

の２１を乗じて得た額）を減じた額）を超えるときは、当該額）と

する。

� 第３条第２項各号に定める日において条例附則第１５項の規定

により給与が減ぜられて支給されていた職員（第３号に掲げる

職員を除く。） 当該職員の同日に受けていた給料月額の２分

の１に相当する額に、別表第１の級別区分欄に掲げる公署の級

別に応じ、同条第１項に定める級別ごとの支給割合を乗じて得

た額に１００分の１を乗じて得た額（同日において最低号給に達

しない場合にあつては、同日における給料月額減額基礎額の２

分の１に相当する額に当該支給割合を乗じて得た額）

� 現に条例附則第１５項の規定により給与が減ぜられて支給され

る職員（次号に掲げる職員を除く。） 当該職員の給料月額の

２分の１に相当する額に、別表第１の級別区分欄に掲げる公署

の級別に応じ、第３条第１項に定める級別ごとの支給割合を乗

じて得た額に１００分の１を乗じて得た額（最低号給に達しない

場合にあつては、給料月額減額基礎額の２分の１に相当する額

に当該支給割合を乗じて得た額）

� 第３条第２項各号に定める日において条例附則第１５項の規定

により給与が減ぜられて支給されていた職員であつて、現に同

項の規定により給与が減ぜられて支給されるもの 前２号に定

める額の合計額

９ 第３条第２項各号に定める日が平成２２年４月１日から同年１１月

３０日までの間にある職員（その日に特定職員（条例附則第１５項に

規定する特定職員をいう。以下同じ。）であつて、その日が当該

職員が５５歳に達した日後における最初の４月１日以後の日である

ものに限る。）は、当該各号に定める日において条例附則第１５項

の規定により給与が減ぜられて支給される職員とみなして、前項

の規定を適用する。この場合において、同項第１号中「受けてい

た給料月額」とあるのは「係る給料月額について職員の給与に関

する条例等の一部を改正する条例（平成２２年愛媛県条例第５０号。

以下この号において「平成２２年改正条例」という。）の施行の日

における平成２２年改正条例第１条の規定による改正後の条例の規

定によるものとした場合の給料月額」と、「同条第１項」とある

のは「第３条第１項」と、「同日において」とあるのは「当該各

号に定める日において、同日に係る給料月額について平成２２年改

正条例の施行の日における平成２２年改正条例第１条の規定による

改正後の条例の規定によるものとした場合に」と、「同日におけ

る」とあるのは「当該各号に定める日に係る給料月額について平

成２２年改正条例の施行の日における平成２２年改正条例第１条の規

定による改正後の条例の規定によるものとした場合の」とする。

１０ 次の各号に掲げる職員に対する附則第８項（前項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、当

該各号に定めるところによる。

� 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、第３条第２項各

号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 附

則第８項第１号中「給料月額の」とあるのは「給料月額を同日

における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭

和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められ
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たその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、

再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の

勤務時間で除して得た数で除して得た額の」と、「同条第１

項」とあるのは「第３条第１項」と、「給料月額減額基礎額」

とあるのは「給料月額減額基礎額を同日における同条例第１１条

第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定

する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付

短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して

得た額」と、前項の規定により読み替えて適用する同号中「給

料月額の」とあるのは「給料月額を当該各号に定める日におけ

る職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年

愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその

者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用

短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時

間で除して得た数で除して得た額の」と、「当該各号に定める

日において」とあるのは「同日において」と、「給料月額減額

基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を当該各号に定める

日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第

１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に

規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任

期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除

して得た額」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、第３条第２項各号に定める

日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 附

則第８項第１号（前項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）中「給料月額の」とあるのは「給料月額に職員の休

日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例

第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時

間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して

得た数を乗じて得た額の」と、同号中「同条第１項」とあるの

は「第３条第１項」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは

「給料月額減額基礎額に同条例第１１条第１項の規定により定め

られたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員

等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職

員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」と、前項の規定

により読み替えて適用する同号中「給料月額減額基礎額」とあ

るのは「給料月額減額基礎額に職員の休日、休暇並びに勤務時

間等に関する条例第１１条第１項の規定により定められたその者

の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短

時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間

で除して得た数を乗じて得た額」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、第３条第２項各号に定める

日において育児短時間勤務職員等であつたもの 附則第８項第

１号中「給料月額の」とあるのは「給料月額を同日における職

員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛

県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められたその者の

勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時

間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で

除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た額の」と、

「同条第１項」とあるのは「第３条第１項」と、「給料月額減

額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を同日における同

条例第１１条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を
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同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員

及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た

数で除して得た額に当該数を乗じて得た額」と、前項の規定に

より読み替えて適用する同号中「給料月額の」とあるのは「給

料月額を当該各号に定める日における職員の休日、休暇並びに

勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条

第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定

する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付

短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して

得た額に当該数を乗じて得た額の」と、「当該各号に定める日

において」とあるのは「同日において」と、「給料月額減額基

礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を当該各号に定める日

における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第１１

条第１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規

定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期

付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除し

て得た額に当該数を乗じて得た額」とする。

１１ 当分の間、条例第１１条の３第１項に規定する異動又は公署の移

転の日において条例附則第１５項の規定により給与が減ぜられて支

給される職員であつた者の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、

第４条の規定にかかわらず、異動等の日の給料等の合計額に、同

条第２項の表の左欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の右欄に

掲げる支給割合を乗じて得た額から、条例第１１条の３第１項に規

定する異動又は公署の移転の日に受けていた給料月額に当該支給

割合を乗じて得た額に１００分の１を乗じて得た額（同日において

最低号給に達しない場合にあつては、同日における給料月額減額

基礎額に当該支給割合を乗じて得た額）に相当する額を減じた額

（その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額に１００分

の６を乗じて得た額（条例附則第１５項の規定により給与が減ぜら

れて支給される職員にあつては、当該額から、その者の給料月額

に１００分の６を乗じて得た額に１００分の１を乗じて得た額（最低号

給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に１００分の６

を乗じて得た額）を減じた額）を超えるときは、当該額）とす

る。

１２ 条例第１１条の３第１項に規定する異動又は公署の移転の日が平

成２２年４月１日から同年１１月３０日までの間にある職員（その日に

特定職員であつて、その日が当該職員が５５歳に達した日後におけ

る最初の４月１日以後の日であるものに限る。）は、当該異動又

は公署の移転の日において条例附則第１５項の規定により給与が減

ぜられて支給される職員とみなして、前項の規定を適用する。こ

の場合において、同項中「受けていた給料月額」とあるのは「係

る給料月額について職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例（平成２２年愛媛県条例第５０号。以下この項において「平成２２

年改正条例」という。）の施行の日における平成２２年改正条例第

１条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給

料月額」と、「同日において」とあるのは「条例第１１条の３第１

項に規定する異動又は公署の移転の日において、同日に係る給料

月額について平成２２年改正条例の施行の日における平成２２年改正

条例第１条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場

合に」と、「同日における」とあるのは「同項に規定する異動又

は公署の移転の日に係る給料月額について平成２２年改正条例の施

行の日における平成２２年改正条例第１条の規定による改正後の条

例の規定によるものとした場合の」とする。

愛 媛 県 報平成２２年１１月３０日 第２２２３号外２

１４



１３ 次の各号に掲げる職員に対する附則第１１項（前項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、当

該各号に定めるところによる。

� 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、条例第１１条の３

第１項に規定する異動又は公署の移転の日において育児短時間

勤務職員等であつたもの 附則第１１項中「給料月額に当該」と

あるのは「給料月額を同日における職員の休日、休暇並びに勤

務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第

１項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定す

る育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短

時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得

た額に当該」と、「給料月額減額基礎額に当該」とあるのは

「給料月額減額基礎額を同日における同項の規定により定めら

れたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員

等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職

員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該」と、前項

の規定により読み替えて適用する附則第１１項中「給料月額に当

該」とあるのは「給料月額を条例第１１条の３第１項に規定する

異動又は公署の移転の日における職員の休日、休暇並びに勤務

時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１

項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する

育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時

間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た

額に当該」と、「条例第１１条の３第１項に規定する異動又は公

署の移転の日において」とあるのは「同日において」と、「給

料月額減額基礎額に当該」とあるのは「給料月額減額基礎額を

同項に規定する異動又は公署の移転の日における職員の休日、

休暇並びに勤務時間等に関する条例第１１条第１項の規定により

定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務

職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外

の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該」とす

る。

� 育児短時間勤務職員等であつて、条例第１１条の３第１項に規

定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等

以外の職員であつたもの 附則第１１項（前項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）中「給料月額に当該」とあるの

は「給料月額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条

例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定

められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職

員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の

職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額に当該」と、附

則第１１項中「給料月額減額基礎額に当該」とあるのは「給料月

額減額基礎額に同項の規定により定められたその者の勤務時間

を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職

員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得

た数を乗じて得た額に当該」と、前項の規定により読み替えて

適用する附則第１１項中「給料月額減額基礎額に当該」とあるの

は「給料月額減額基礎額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等

に関する条例第１１条第１項の規定により定められたその者の勤

務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間

勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除

して得た数を乗じて得た額に当該」とする。

� 育児短時間勤務職員等であつて、条例第１１条の３第１項に規
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定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等

であつたもの 附則第１１項中「給料月額に当該」とあるのは

「給料月額を同日における職員の休日、休暇並びに勤務時間等

に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規

定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短

時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務

職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当

該数を乗じて得た額に当該」と、「給料月額減額基礎額に当

該」とあるのは「給料月額減額基礎額を同日における同項の規

定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短

時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務

職員以外の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当

該数を乗じて得た額に当該」と、前項の規定により読み替えて

適用する附則第１１項中「給料月額に当該」とあるのは「給料月

額を条例第１１条の３第１項に規定する異動又は公署の移転の日

における職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭

和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条第１項の規定により定められ

たその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、

再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の

勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗じて得た

額に当該」と、「条例第１１条の３第１項に規定する異動又は公

署の移転の日において」とあるのは「同日において」と、「給

料月額減額基礎額に当該」とあるのは「給料月額減額基礎額を

同項に規定する異動又は公署の移転の日における職員の休日、

休暇並びに勤務時間等に関する条例第１１条第１項の規定により

定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務

職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外

の職員の勤務時間で除して得た数で除して得た額に当該数を乗

じて得た額に当該」とする。

別表第１ 特地公署（第２条、第３条、附則第８項関係） 別表第１ 特地公署（第２条、第３条 関係）

省略 省略

附 則

この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１１０２
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年１１月３０日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部を改正する規則

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－７１４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

４ 省略

（給与が減ぜられて支給される一般の派遣職員の給与の特例）

５ 当分の間、派遣の日の前日において職員の給与に関する条例附

則第１５項又は教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例

第３０号）附則第１３項の規定により給与が減ぜられて支給される職

員であつた者（条例第３条第１項の規定により一般の派遣職員の

附 則

４ 省略
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派遣の期間が更新された場合にあつては、当該更新の日の前日に

おいて職務に復帰したとしたならば職員の給与に関する条例附則

第１５項又は教育職員の給与に関する条例附則第１３項の規定により

給与が減ぜられて支給されることとなる職員であつた者）に対す

る第３条第１項（同条第４項の規定によりみなして適用される場

合を含む。）の規定の適用については、同条第１項中「職員とし

ての給与の月額と」とあるのは、「職員としての給与の月額から

同日における職員の給与に関する条例附則第１５項第１号及び第２

号又は教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０

号）附則第１３項第１号に定める額を減じた額と」とする。

附 則

この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１１０３
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則の一部を改正する規則を次の

ように定める。

平成２２年１１月３０日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則の一部を改正する規則

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－

１０２７）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（平成１７年改正条例附則第８項の規定による給料の支給）

第４条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のう

ち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった

職員（当該各号の２以上の号に掲げる場合に該当することとなっ

た職員（人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項にお

いて「特定職員」という。）を除く。）であって、その者の受け

る給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額（切替日

以降に第１号から第５号までに掲げる場合に該当することとなっ

た職員のうち 、平成２１年改正条例の施行の日において減額改定

対象職員である者（同日の翌日以降に第１号に掲げる場合に該当

することとなった職員であって、切替日の前日に給料表の適用を

異にする異動又は初任給異動があったものとした場合に平成２１年

改正条例の施行の日において減額改定対象職員である者となるこ

ととなるものを含む。）にあっては当該 各号に定める額に１００

分の９９．６５を乗じて得た額とし、同日において減額改定対象職員

以外の職員（医療職給料表�又は一般職の任期付研究員の採用等

に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４６号）第５条第２項に規定

する給料表の適用を受ける職員を除く。次条第１項において同

じ。）である者にあっては当該各号に定める額に１００分の９９．８３を

乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てた額とする。第３項において同じ。）に達しないこ

ととなるものには、その差額に相当する額（職員の給与に関する

条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以下「職員給与条例」とい

う。）附則第１５項又は教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛

媛県条例第３０号。以下「教育職員給与条例」という。）附則第１３

項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当

該額に１００分の９９を乗じて得た額）を、平成１７年改正条例附則第

（平成１７年改正条例附則第８項の規定による給料の支給）

第４条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のう

ち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった

職員（当該各号の２以上の号に掲げる場合に該当することとなっ

た職員（人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項にお

いて「特定職員」という。）を除く。）であって、その者の受け

る給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額（切替日

以降に第１号から第５号までに掲げる場合に該当することとなっ

た職員であって、平成２１年改正条例の施行の日において減額改定

対象職員であるもの

にあっては、当該各号に定める額に１００

分の９９．８２を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたと

きは、これを切り捨てた額）

。第３項において同じ。）に達しないこ

ととなるものには、その差額に相当する額

を、平成１７年改正条例附則第
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８項の規定による給料として支給する。

� 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合

（第６号に掲げる場合を除く。） 切替日の前日に当該異動が

あったものとした場合（切替日以降にこれらの異動が２回以上

あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あ

ったものとした場合）に改正前の初任給規則第２４条及び第２５条

の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相

当する額

� 基準級より下位の職務の級に降格をした場合（第６号に掲げ

る場合を除く。） 切替日の前日において当該降格後の職務の

級（当該職務の級が平成１７年改正条例附則別表第１の新級欄に

掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対

応する同表の旧級欄に掲げる職務の級（同欄に２の職務の級が

掲げられているときは、そのうち上位の職務の級））に降格を

したものとした場合（切替日以降に基準級より下位の職務の級

への降格を２回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれ

らの降格を順次したものとした場合）に、改正前の初任給規則

第２３条の規定の例により同日において受けることとなる給料月

額に相当する額

� 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整を

された場合（第６号に掲げる場合を除く。） 切替日の前日に

復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第３６

条の２、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

（平成１８年愛媛県条例第５号）による改正前の職員の育児休業

等に関する条例第６条又は平成１７年改正条例第７条の規定によ

る改正前の公益法人等への職員の派遣等に関する条例第６条若

しくは第１６条の規定の例により同日において受けることとなる

給料月額に相当する額

� 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応

じ、次に定める額

ア 育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間

勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けて

いた給料月額に相当する額に算出率（職員給与条例

第４条第１２項及び教育職員

給与条例 第８条に

規定する算出率をいう。）を乗じて得た額（その額に１円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

イ 省略

� 再任用職員異動をした場合 平成１７年改正条例第１条の規定

による改正前の職員給与条例 別表第１から別表第５

までの給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額又は平成１７年

改正条例第２条の規定による改正前の教育職員給与条例

別表第１及び別表第２の給料表の再任用教育職員の欄に掲

げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務

の級に応じた額（当該再任用職員異動後に法第２８条の５第１項

に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額

に、職員勤務時間等条例第１１条第１項の規定又は教育職員勤務

時間等条例第１１条第１項の規定により定められたその者の当該

再任用職員異動後における勤務時間を３８時間４５分で除して得た

数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てた額））

� 省略

２ 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、

８項の規定による給料として支給する。

� 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合

（第５号に掲げる場合を除く。） 切替日の前日に当該異動が

あったものとした場合（切替日以降にこれらの異動が２回以上

あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あ

ったものとした場合）に改正前の初任給規則第２４条及び第２５条

の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相

当する額

� 基準級より下位の職務の級に降格をした場合（第５号に掲げ

る場合を除く。） 切替日の前日において当該降格後の職務の

級（当該職務の級が平成１７年改正条例附則別表第１の新級欄に

掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対

応する同表の旧級欄に掲げる職務の級（同欄に２の職務の級が

掲げられているときは、そのうち上位の職務の級））に降格を

したものとした場合（切替日以降に基準級より下位の職務の級

への降格を２回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれ

らの降格を順次したものとした場合）に、改正前の初任給規則

第２３条の規定の例により同日において受けることとなる給料月

額に相当する額

� 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整を

された場合（第５号に掲げる場合を除く。） 切替日の前日に

復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第３６

条の２、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

（平成１８年愛媛県条例第５号）による改正前の職員の育児休業

等に関する条例第６条又は平成１７年改正条例第７条の規定によ

る改正前の公益法人等への職員の派遣等に関する条例第６条若

しくは第１６条の規定の例により同日において受けることとなる

給料月額に相当する額

� 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応

じ、次に定める額

ア 育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間

勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けて

いた給料月額に相当する額に算出率（職員の給与に関する条

例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）第４条第１２項及び教育職員

の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）第８条に

規定する算出率をいう。）を乗じて得た額（その額に１円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

イ 省略

� 再任用職員異動をした場合 平成１７年改正条例第１条

による改正前の職員の給与に関する条例別表第１から別表第５

までの給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額又は平成１７年

改正条例第２条 による改正前の教育職員の給与に関する

条例別表第１及び別表第２の給料表の再任用教育職員の欄に掲

げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務

の級に応じた額（当該再任用職員異動後に法第２８条の５第１項

に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額

に、職員勤務時間等条例第１１条第１項の規定又は教育職員勤務

時間等条例第１１条第１項の規定により定められたその者の当該

再任用職員異動後における勤務時間を３８時間４５分で除して得た

数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てた額））

� 省略

２ 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、
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特定職員であって、その者の受ける給料月額が人事委員会の定め

る額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額（職

員給与条例附則第１５項又は教育職員給与条例附則第１３項の規定に

より給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に１００

分の９９を乗じて得た額）を、平成１７年改正条例附則第８項の規定

による給料として支給する。

３ 省略

（平成１７年改正条例附則第９項の規定による給料の支給）

第５条 人事交流等職員（当該人事交流等職員となった日以降に前

条第１項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除

く。）であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前

日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受け

ることとなる給料月額に相当する額（人事委員会の定める職員に

あってはあらかじめ人事委員会の承認を得て定める額とし、当該

職員以外の職員のうち、平成２１年改正条例の施行の日において減

額改定対象職員である者及び同日の翌日以降に人事交流等職員と

なった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものと

した場合に平成２１年改正条例の施行の日において減額改定対象職

員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当

する額に１００分の９９．６５を乗じて得た額とし、同日において減額改

定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当す

る額に１００分の９９．８３を乗じて得た額とし、その額に１円未満の端

数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。第３項において

同じ。）に達しないこととなるものには、その差額に相当する額

（職員給与条例附則第１５項又は教育職員給与条例附則第１３項の規

定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に

１００分の９９を乗じて得た額）を、平成１７年改正条例附則第９項の

規定による給料として支給する。

２・３ 省略

（端数計算）

第６条 職員給与条例附則第１５項又は教育職員給与条例附則第１３項

の規定により給与が減ぜられて支給される職員について、平成１７

年改正条例附則第７項から第９項までの規定による給料の額に１

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもってこ

れらの規定による給料の額とする。

第７条 省略

特定職員であって、その者の受ける給料月額が人事委員会の定め

る額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額

を、平成１７年改正条例附則第８項の規定

による給料として支給する。

３ 省略

（平成１７年改正条例附則第９項の規定による給料の支給）

第５条 人事交流等職員（当該人事交流等職員となった日以降に前

条第１項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除

く。）であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前

日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受け

ることとなる給料月額に相当する額（人事委員会の定める職員に

あってはあらかじめ人事委員会の承認を得て定める額とし

、平成２１年改正条例の施行の日において減

額改定対象職員（当該人事委員会の定める職員を除く。）である

者

にあっては当該給料月額に相当

する額に１００分の９９．８２を乗じて得た額（その額に１円未満の端数

を生じたときは、これを切り捨てた額）

とする。第３項において

同じ。）に達しないこととなるものには、その差額に相当する額

を、平成１７年改正条例附則第９項の

規定による給料として支給する。

２・３ 省略

第６条 省略

附 則

この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１１０４
職員の給与に関する条例附則第１３項の規定による給料及び管理職手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年１１月３０日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

職員の給与に関する条例附則第１３項の規定による給料及び管理職手当に関する規則の一部を改正する規則

職員の給与に関する条例附則第１３項の規定による給料及び管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－１０５２）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（人事委員会規則で定める額）

第３条 省略

（人事委員会規則で定める額）

第３条 省略
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２ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２２年愛

媛県条例第５０号）の施行の日において同条例附則第２項第１号に

規定する減額改定対象職員である者に係る前項

の規定の適用については、同項第１号中「受けていた」とあるの

は、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２２

年愛媛県条例第５０号。以下「平成２２年改正条例」という。）第１３

条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号。以下 「改正後の

平成１７年改正条例」という。）附則第８項（平成２２年改正条例第

１条の規定による改正後の条例附則第１５項の規定により給与が減

ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定の適用がないも

のとした場合の改正後の平成１７年改正条例附則第８項）の規定の

適用があるものとした場合に受けることとなる」

とする。

（その者の受ける給料及び管理職手当の月額その他の事情を考慮

して人事委員会規則で定める職員）

第４条 条例附則第１３項に規定するその者の受ける給料及び管理職

手当の月額その他の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員

は、次の各号に掲げる職員とする。

� その者の受ける給料の月額（条例附則第１３項及び第１５項の規

定の適用がないものとした場合における額であって、当該額が

さかのぼって改定された場合にあっては、当該改定に係る条例

の施行の日以後の期間について当該改定に係る条例の規定の適

用があるものとした場合における額）と管理職手当の月額（条

例附則第１３項の規定の適用がないものとした場合における額で

あって、当該額がさかのぼって改定された場合にあっては、当

該改定に係る人事委員会規則の施行の日以後の期間について当

該改定に係る人事委員会規則の規定の適用があるものとした場

合における額）との合計額が、前条第１項第１号に定める額と

同項第２号に定める額との合計額以上の額となる職員

� 省略

２ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２１年愛

媛県条例第６１号）の施行の日において同条例附則第２項第１号に

規定する減額改定対象職員である者に係る前項第１号及び第２号

の規定の適用については、同項第１号中「受けていた」とあるの

は 「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２１

年愛媛県条例第６１号 ）第１３

条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号。次号において「改正後の

平成１７年改正条例」という。）附則第７項から第９項まで

の規定の

適用があるものとした場合に受けることとなる」とし、同項第２

号中「場合に受けることとなる管理職手当」とあるのは「場合で

あって、同日に改正後の平成１７年改正条例附則第７項から第９項

までの規定の適用があるものとしたときに受けることとなる管理

職手当」とする。

（その者の受ける給料及び管理職手当の月額その他の事情を考慮

して人事委員会規則で定める職員）

第４条 条例附則第１３項に規定するその者の受ける給料及び管理職

手当の月額その他の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員

は、次の各号に掲げる職員とする。

� その者の受ける給料の月額（条例附則第１３項 の規

定の適用がないものとした場合における額であって、当該額が

さかのぼって改定された場合にあっては、当該改定に係る条例

の施行の日以後の期間について当該改定に係る条例の規定の適

用があるものとした場合における額）と管理職手当の月額（条

例附則第１３項の規定の適用がないものとした場合における額で

あって、当該額がさかのぼって改定された場合にあっては、当

該改定に係る人事委員会規則の施行の日以後の期間について当

該改定に係る人事委員会規則の規定の適用があるものとした場

合における額）との合計額が、前条第１号 に定める額と

同条第２号に定める額との合計額以上の額となる職員

� 省略

附 則

この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則１２－６０
職員の修学部分休業に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年１１月３０日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

職員の修学部分休業に関する規則の一部を改正する規則

職員の修学部分休業に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－５０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給与の減額）

第４条 条例第３条第１項（条例附則第２項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。以下同じ。）の規定により減額すべき給

与額（以下「減額すべき給与額」という。）は、その給与期間の

勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、

１時間未満の端数を生じたときは、その端数が３０分以上のときは

（給与の減額）

第４条 条例第３条第１項

の規定により減額すべき給

与額（以下「減額すべき給与額」という。）は、その給与期間の

勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、

１時間未満の端数を生じたときは、その端数が３０分以上のときは
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１時間とし、３０分未満のときは切り捨てる。 １時間とし、３０分未満のときは切り捨てる。

附 則

この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則１２－６１
職員の高齢者部分休業に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年１１月３０日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

職員の高齢者部分休業に関する規則の一部を改正する規則

職員の高齢者部分休業に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－５１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給与の減額）

第４条 条例第３条第１項（条例附則第２項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。以下同じ。）の規定により減額すべき給

与額（以下「減額すべき給与額」という。）は、その給与期間の

勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、

１時間未満の端数を生じたときは、その端数が３０分以上のときは

１時間とし、３０分未満のときは切り捨てる。

（給与の減額）

第４条 条例第３条第１項

の規定により減額すべき給

与額（以下「減額すべき給与額」という。）は、その給与期間の

勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、

１時間未満の端数を生じたときは、その端数が３０分以上のときは

１時間とし、３０分未満のときは切り捨てる。

附 則

この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。

�愛媛県公営企業管理規程第８号
愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２２年１１月３０日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程

愛媛県企業職員の給与に関する規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（管理職手当の特例）

４ 当分の間、第９条の規定によりその例によることとされる職員

に適用される一般職給与条例附則第１５項の規定により給与が減ぜ

られて支給される職員の管理職手当は、第５条第２項の規定にか

かわらず、同項の規定による額から当該額に１００分の１を乗じて

得た額に相当する額を減じた額（その額に１円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てた額）とする。

附 則

（管理職手当の特例）

４ 第５条の規定により管理職手当を支給される職員（給料月額の

１００分の２０以上の管理職手当を支給される職員に限る。）の管理

職手当の月額は、平成１４年４月１日から平成１８年３月３１日までの

間に限り、同条の規定にかかわらず、同条の規定による額からそ

の１００分の５に相当する額（その額に１円未満の端数を生じたと

きは、これを切り捨てた額）を減じて得た額とする。ただし、手

当の額の算出の基礎となる管理職手当の月額は、同条の規定によ

る額とする。

附 則

この管理規程は、平成２２年１２月１日から施行する。

�愛媛県公営企業管理規程第９号
愛媛県企業職員の給与の特例に関する管理規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２２年１１月３０日
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愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県企業職員の給与の特例に関する管理規程の一部を改正する管理規程

愛媛県企業職員の給与の特例に関する管理規程（平成１８年愛媛県公営企業管理規程第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給料月額の特例）

第２条 職員の給料月額（企業職員給与規程第９条の規定又は特定

任期付企業職員給与規程の規定によりその例によることとされる

職員又は特定任期付職員に適用される職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号。以下「一般

職給与改正条例」という。）附則第７項から第９項までの規定に

よる給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定

による給料の額の合計額）は、企業職員給与規程第２条から第４

条までの規定、特定任期付企業職員給与規程の規定によりその例

によることとされている職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛

県条例第５７号。以下「一般職員給与条例」という。）第３条から

第４条の２までの規定、一般職給与改正条例附則第７項から第９

項までの規定又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平

成１５年愛媛県条例第１号。以下「一般職任期付職員条例」とい

う。）第７条の規定にかかわらず、これらの規定により定められ

た額（企業職員給与規程第９条の規定によりその例によることと

される職員に適用される一般職員給与条例附則第１５項の規定によ

り給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額から同項

第１号に定める額を減じて得た額）から当該額に、次の各号に掲

げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて

得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨

てた額）を減じて得た額とする。ただし、給料の調整額及び手当

の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

� 企業職員給与規程第６条の２の規定により期末手当及び勤勉

手当について一般職員給与条例第１９条第２項に規定する特定幹

部職員の例によることとされる職員 １００分の１

� 企業職員給与規程第５条の規定により管理職手当の支給を受

けるべき職にある職員（前号に掲げる職員を除く。）及び特定

任期付企業職員給与規程の規定によりその例によることとされ

る特定任期付職員に適用される一般職任期付職員条例第７条第

１項に規定する給料表の適用を受ける職員（その号給が３号給

又は４号給であるものに限る。） １００分の０．５

２ 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用を受ける職員であ

って、企業職員給与規程第９条の規定によりその例によることと

される職員に適用される一般職員給与条例附則第１５項の規定によ

り給与が減ぜられて支給されるものに対する給料の支給について

は、知事等及び職員の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県

条例第６号）の適用を受ける職員の例による。

（給料の調整額の特例）

第３条 職員の給料の調整額の額は、企業職員給与規程附則第５項

の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から当該額

に、前条第１項各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じ

たときは、これを切り捨てた額）を減じて得た額とする。ただ

し、手当の額の算出の基礎となる給料の調整額については、この

限りでない。

（給料月額の特例）

第２条 職員の給料月額（企業職員給与規程第９条の規定又は特定

任期付企業職員給与規程の規定によりその例によることとされる

職員又は特定任期付職員に適用される職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号。以下「一般

職給与改正条例」という。）附則第７項から第９項までの規定に

よる給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定

による給料の額の合計額）は、企業職員給与規程第２条から第４

条までの規定、特定任期付企業職員給与規程の規定によりその例

によることとされている職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛

県条例第５７号。以下「一般職員給与条例」という。）第３条から

第４条の２までの規定、一般職給与改正条例附則第７項から第９

項までの規定又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平

成１５年愛媛県条例第１号。以下「一般職任期付職員条例」とい

う。）第７条の規定にかかわらず、これらの規定により定められ

た額

から当該額に、次の各号に掲

げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて

得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨

てた額）を減じて得た額とする。ただし、給料の調整額及び手当

の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

� 企業職員給与規程第６条の２の規定により期末手当及び勤勉

手当について一般職員給与条例第１９条第２項に規定する特定幹

部職員の例によることとされる職員 １００分の６

� 企業職員給与規程第５条の規定により管理職手当の支給を受

けるべき職にある職員（前号に掲げる職員を除く。）及び特定

任期付企業職員給与規程の規定によりその例によることとされ

る特定任期付職員に適用される一般職任期付職員条例第７条第

１項に規定する給料表の適用を受ける職員（その号給が３号給

又は４号給であるものに限る。） １００分の４．５

� 前２号に掲げる職員以外の職員 １００分の０．５

（給料の調整額の特例）

第３条 職員の給料の調整額の額は、企業職員給与規程附則第５項

の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から当該額

に、前条各号 に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じ

たときは、これを切り捨てた額）を減じて得た額とする。ただ

し、手当の額の算出の基礎となる給料の調整額については、この

限りでない。

愛 媛 県 報平成２２年１１月３０日 第２２２３号外２

２２



附 則

この管理規程は、平成２２年１２月１日から施行する。

平成２２年１１月３０日 発行

愛 媛 県 報平成２２年１１月３０日 第２２２３号外２

２３


